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掘削申請 

工事完了届

け 

 

許可（有効期間２年） 

 

法３ 

 

法８ 

 

工事廃止届

け 

 

相続承認申請 

 

合併・分割承認申請 

 

施設の変更許可申請 

 

法６ 

 
法７ 

法７－２ 

動力装置許可申請 

 

法１１ 動力装置変更届 

 

法１１ 

許  可 

 

工事完了届

け 

 

工事廃止届

け 

 

法１１③（法８） 

温泉採取許可申請 

 
法１４－２ 

ガス濃度確認申請 

 

許  可 

 
相続承認申請 

 

合併・分割承認申請 

 

施設等変更許可申請 

 

法１４－３ 

法１４－４ 

法１４－７ 

 
採取事業廃止届 

 
法１４－８ 

 

温泉利用許可申請 

法１５ 

許  可 

変更届 廃止届 

相続承認申請 

合併・分割承認申請 法１６ 

法１７ 

法１５ 

確  認 

地位の承継届 法１４－６ 

細則§１４ 

温泉利用開始 

温泉成分等掲示内容届 法１８－４ 

承  認 

法１４‐５ 

温泉成分分析(１０年毎) 法１８－３ 

平成１２年１月２日以降の分析→１０年以内 
（温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合） 
 

禁忌症，適応症及び 

入浴又は飲用上の注 

意の決定・通知 

事務処理要領１２ 

源泉廃止届 

事務処理要領９ 

源泉台帳作成・整理 

法 ：温泉法 

細則：温泉法施行細則 

環境審議会温泉部会 
許可相当の答申 

許可申請に係る現地調査 

環境審議会温泉部会 
許可相当の答申 

許可申請に係る現地調査 

源
泉
廃
止

と
な
る
。 

温泉成分等掲示内容届 法１８－３ 

禁
忌
症
，
適
応
症

及
び
入
浴
又
は
飲

用
上
の
注
意
の
決

定
・
通
知 

温
泉
成
分
等 

掲
示
内
容
承
認 

源泉廃止となる。 

源泉所有者が源泉

を廃止 

（採取許可又は可

燃性天然ガス濃度

の確認を受けてい

ない場合のみ。） 

温泉採取事業を 
今後も含めて完全廃止 

温泉採取事業を 

今後も含めて完全廃止 

第三者へ譲渡等

し，継続して採取 

住所氏名変更届 採取事業 

廃止届 

 

広
島
県 

市･

町 


